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規
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〇
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
七
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八　

広
域
的
な
連
携
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
市
町
村
課
及
び
地
域
振
興
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）。

　

第
十
三
条
環
境
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
み
や
ぎ
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
造
プ
ラ
ン
」
を
「
ク
リ
ー

ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
み
や
ぎ
創
造
プ
ラ
ン
」
に
改
め
、
同
条
消
費
生
活
・
文
化
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
七
号
中
「
財
団
法

人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
保
健
福
祉
総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
第

五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
社
会
福
祉
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十

一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
条
医
療
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
四
号
中
「
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も

病
院
」
の
下
に
「
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
」
を
加
え
、
同
条
長
寿
社
会
政
策
課
の
分
掌
事
務
の

項
第
十
二
号
中
「
偕
楽
園
、
和
風
園
及
び
」
を
削
り
、
同
条
子
育
て
支
援
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
三
号
中
「
、
乳
児

院
」
を
削
り
、
同
条
障
害
福
祉
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
七
号
中
「
、
不
忘
園
」
を
削
る
。

　

第
十
五
条
観
光
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
八
号
中
「
野
営
場
」
を
「
御
崎
野
営
場
」
に
改
め
、
同
条
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支

援
室
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
中
「
。
以
下
同
じ
」
を
削
る
。

　

第
十
六
条
農
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

集
落
を
単
位
と
し
た
営
農
組
織
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
六
条
農
産
園
芸
環
境
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
九
号
中
「
有
機
農
業
」
の
下
に
「
及
び
環
境
保
全
型
農
業
」
を

加
え
、
同
項
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二
十　

農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
六
条
農
村
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
五　

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
建
築
宅
地
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
五
号
中
「
被
災
地
建
築
物
等
の
応
急
危
険
度
判
定
」
を
「
被
災
建
築

物
等
の
危
険
度
判
定
」に
改
め
、同
条
住
宅
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
四
号
中「
財
団
法
人
宮
城
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
」

を
「
一
般
財
団
法
人
宮
城
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、「
。
以
下
同
じ
」
を
削
る
。

　

第
四
十
条
第
二
項
中
「
第
九
項
第
九
号
」
を
「
第
七
項
第
九
号
」
に
、「
第
九
項
第
一
号
」
を
「
第
七
項
第
一
号
」

に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
十
項
農
業
振
興
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
一
号
中
「
水
田
経
営
所
得
安
定
対
策
」
を
「
集
落
を
単
位

と
し
た
営
農
組
織
の
育
成
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
三
条
第
十
一
項
農
業
振
興
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
五
号
中
「
水
田
経
営
所
得
安
定
対
策
」
を
「
集
落
を
単
位

と
し
た
営
農
組
織
の
育
成
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
十
三
条
第
十
二
項
中
「
支
所
」
の
下
に
「（
地
域
事
務
所
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
前
項
第

十
一
号
」
を
「
前
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
四
項
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
開
発
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
中
「
及
び
原
種
の
生
産
」
を
「
、
原

種
及
び
一
般
種
子
の
生
産
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
園
芸
原
種
苗
」
を
「
い
ち
ご
、
ゆ
り
等
の
原
種
苗
」
に
改

め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
四
項
園
芸
栽
培
部
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

園
芸
原
種
苗
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
（
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
開
発
部
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

第
九
十
条
第
七
項
第
五
号
中
「
漁
業
調
査
船
」
を
「
漁
業
調
査
指
導
船
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
評
価
委
員
会
の
項
を
削
り
、
同
表
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
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立
こ
ど
も
病
院
評
価
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
み
や
ぎ
保
健
医
療
福
祉
プ
ラ
ン
推
進
委
員
会
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
土
木
部
指
定
管
理
者
選
定
委
員

会
の
項
中
「
公
の
施
設
」
の
下
に
「（
流
域
下
水
道
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
み
や
ぎ
県
北
高
速
幹
線
道
路
環
境
対

策
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
景
観
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

め
、
同
表
薬
用
植
物
園
の
項
及
び
神
割
崎
野
営
場
の
項
を
削
り
、
同
表
雄
勝
漁
港
の
指
定
施
設
の
項
中

漁
港
の
指
定
施
設
の
項
中
「
指
定
施
設
」
の
下
に
「（
泊
地
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
消
費
生
活
・
文
化
課
の
分
掌
事
務

の
項
第
十
七
号
及
び
第
十
五
条
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
住
宅
課
の

分
掌
事
務
の
項
第
十
四
号
の
改
正
規
定
（「
。
以
下
同
じ
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。）
並
び
に
第
六
十
三
条
第
十
二
項
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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地
方
独
立
行

政
法
人
宮
城

県
立
病
院
機

構
評
価
委
員

会

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

同

県
道
大
島
浪

板
線
大
島
架

橋
設
計
検
討

委
員
会

一
般
県
道
大
島
浪
板
線
大
島
架
橋
事
業
に
伴
う
橋
梁
設
計
に
つ
い
て
の
審
議
に

関
す
る
こ
と
。

同

宮
城
県
流
域

下
水
道
指
定

管
理
者
選
定

委
員
会

流
域
下
水
道
を
管
理
さ
せ
る
指
定
管
理
者
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
選
定

に
関
す
る
こ
と
。

下
水
道
課

　

別
表
第
三
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
項
中
「

財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

」
を

「

公
益
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協

会

」
に
改
め
、
同
表
太
白
荘
の
項
を
削
り
、
同
表
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー
の
項

中
「

同

」
を
「

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協

議
会

」
に
改
め
、
同
表
偕

楽
園
の
項
、
和
風
園
の
項
及
び
乳
児
院
の
項
を
削
り
、
同
表
さ
く
ら
ハ
イ
ツ
の
項
中

を
削
り
、
同
表
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「

同

」
を
「

障
害
福
祉
課

」
に
改

「

雄
勝
町
雄
勝
湾
漁
業
協
同
組
合

」
を
「

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

」
に
改
め
、
同
表
閖
上

閖
上
漁
港
の
指
定
施
設
（
船

舶
保
管
施
設
に
限
る
。）

同

同

同

「

同

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
福
祉
事
業
協

会

同

」
を

「

仙
台
市

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
福
祉
事
業
協

会

子
育
て
支
援
課

」
に
改
め
、
同
表
不
忘
園
の
項


